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の
と
九
十
九
湾
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー

「
イ
カ
の
駅  

つ
く
モ
ー
ル
」
オ
ー
プ
ン
！

問イカの駅つくモール☎ 74-1399
　ホームページ https//ikanoeki.com

　

6
月
5
日
、
の
と
九
十
九
湾
観
光
交
流
セ
ン

タ
ー
「
イ
カ
の
駅
つ
く
モ
ー
ル
」
の
竣
工
式
が

行
わ
れ
、
関
係
者
ら
39
人
が
出
席
し
、
完
成
を

祝
い
ま
し
た
。

　

持
木
町
長
が
、「
誰
も
が
気
軽
に
立
ち
寄
っ

て
も
ら
え
る
場
所
と
な
り
、
交
流
人
口
の
拡
大

と
、
地
元
の
皆
さ
ま
に
愛
さ
れ
親
し
ま
れ
続
け

る
施
設
と
な
る
よ
う
期
待
し
て
い
ま
す
」
と
式

辞
を
述
べ
ま
し
た
。

　

小
木
地
区
や
九
十
九
湾
を
含
め
た
小
木
港
と

そ
の
周
辺
は
、
平
成
25
年
に
、
湾
港
施
設
を
中

心
と
し
た
交
流
拠
点
づ
く
り
を
支
援
す
る
国
土

交
通
省
の
「
み
な
と
オ
ア
シ
ス
制
度
」
に
登
録

さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
、「
イ
カ
の
駅
つ
く
モ
ー

ル
」
が
「
み
な
と
オ
ア
シ
ス
小
木
」
の
追
加
施

設
と
し
て
新
た
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

　

式
で
は
、
金
沢
港
湾
・
空
港
整
備
事
務
所
の

高
橋
伸
一
所
長
か
ら
、
持
木
町
長
へ
「
み
な
と

オ
ア
シ
ス
登
録
証
」
が
授
与
さ
れ
、持
木
町
長
・

河
田
議
長
・
高
橋
所
長
が
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
を
行

い
ま
し
た
。

　

イ
カ
の
駅
つ
く
モ
ー
ル
は
、
国
土
交
通
省
の

支
援
を
受
け
、
平
成
27
年
度
か
ら
着
手
し
た
小

木
地
区
都
市
再
生
整
備
計
画
事
業
の
主
要
観
光

交
流
施
設
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
観
光
情
報

拠
点
と
し
て
「
イ
カ
の
ま
ち
小
木
」
を
発
信
す

る
こ
と
に
よ
り
交
流
人
口
を
呼
び
込
み
、
賑
わ

い
の
創
出
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
越
坂
地

内
に
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
セ
ン
タ
ー
の
総
事
業

費
は
約
5
億
2
千
万
円
、
木
造
平
屋
建
て
で
、

延
床
面
積
は
約
９
３
３
平
方
㍍
で
す
。
敷
地
面

積
は
約
９
千
９
百
平
方
㍍
で
す
。

　

施
設
に
は
、
観
光
案
内
所
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、

物
産
販
売
コ
ー
ナ
ー
、
イ
カ
漁
の
展
示
コ
ー

ナ
ー
な
ど
が
あ
り
、
ス
キ
ュ
ー
バ
ダ
イ
ビ
ン
グ

の
充
填
設
備
や
シ
ー
カ
ヤ
ッ
ク
や
サ
ッ
プ
な
ど

テープカットを行う高橋所長、持木町長、河田議長（左から）

が
楽
し
め
る
マ
リ
ン
レ
ジ
ャ
ー
施
設
も
併
設
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
九
十
九
湾
を
40
分
か
け
て

周
遊
す
る
観
光
遊
覧
船
「
イ
カ
す
丸
」
も
運
航

し
ま
す
。

　

6
月
13
日
に
は
プ
レ
オ
ー
プ
ン
イ
ベ
ン
ト
が

行
わ
れ
、
開
店
を
待
ち
望
ん
で
い
た
多
く
地
元

住
民
ら
が
詰
め
掛
け
ま
し
た
。
20
日
の
本
格

オ
ー
プ
ン
で
も
開
店
と
同
時
に
県
内
外
か
ら
多

く
の
来
場
者
で
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

「つくモール」とは・・・「モール」には、「散歩道」や「商「つくモール」とは・・・「モール」には、「散歩道」や「商
店街」という意味があり、町内外からより多くの人が気軽店街」という意味があり、町内外からより多くの人が気軽
に足を運んでいただける場、また九十九湾の観光情報拠点に足を運んでいただける場、また九十九湾の観光情報拠点
としての役割を期待して、採用されました。としての役割を期待して、採用されました。

駅 長 さ ん に

聞 き ま し た

　 イ カ の 駅 つ く モ ー ル は
「能登町の食と景観を生か

した観光交流施設」をコン
セプトに 6 月 20 日に開業しました。無事オープンを迎
えた事でようやくスタートラインに立つ事が出来まし
た。コロナ禍の中不安に思う時期もありましたが、経営
理念である「社会に活力を与える」という原点に立ち返
る良い機会でもあったと今では思えます。
　動き始めたイカの駅はコンセプトに磨きをかけます。
豊富な食材を生かした料理を多くの人に楽しんでもら
い、酒蔵と連携して能登の食と酒を広めていきたいと考
えています。今は駅長職がメインですので、なかなかマ
リンレジャーに本腰を入れることが難しい状況ですが、
私自身もインストラクターとしてガイドができます。今
後は PADI の認定ショップを目指すことを考えています。
認定を受けることで、県外はもちろん、外国からもダイ
バーがたくさん訪れることになり新たなステージにつな
がると期待しています。　  （「イカの駅」駅長 寺内崇博）
　※ PADI：世界最大のダイビング指導団体。ダイバーの６割以上

　　が所属し、日本国内でも最も普及している団体です。

イカの駅 つくモール【水曜定休】

　休憩スペース、観光情報コーナー、売店、

　マリンレジャー拠点施設　10:00 ～ 17:00

　レストラン　　11:00 ～ 15:00

　公衆トイレ、駐車場

九十九湾観光遊覧船（イカす丸）【4 月～ 11 月】

　11:00 ～ 16:00（1 日 4 便）　

　　　11：00/13：00/14：00/15：00

　定員 30 人　時間約 40 分

　料金 大人 1,500 円　小人 800 円　幼児 400 円

　　　  ※ 15 人以上の団体は１割引

駅長のおすすめ ･･･「食」

　小木で水揚げされた船凍イカをメインとし、世界農
業遺産認定の能登野菜を取り入れたレストランを営業
しています。コンセプトは「能登にあるけど能登にな
い料理」皆さんなじみの深い食材や調味料が今まで食
べた事のない形で味わうことが出来ると思います。

駅長のおすすめ ･･･ 「景観」

　日本百景九十九湾を周遊する遊覧船のほか、シーカ
ヤックやサップ、スキューバダイビングと言ったマリ
ンスポーツを楽しめます。これまで奥能登ではマリン
レジャーを本格的に体験できる施設はありませんで
した。興味のある方はぜひ 1 度遊びに来てください。
お子様連れでも安心できるよう、ベテランのガイドが
九十九湾を案内します。

イカす丸

開
放
的
な
レ
ス
ト
ラ
ン
と

休
憩
ス
ペ
ー
ス

☆サマージャンボ宝くじ
1 等・前後賞合わせて　7 億円
　1 等 5 億円　前後賞各 1 億円

☆ 「サマージャンボミニ」も同時発売
　１等　    1,000 万円

発売期間　７月 14 日㊋～８月 14 日㊎
抽選日    　８月 21 日㊎

　サマージャンボ宝くじ、サマー
ジャンボミニの収益金は、市町村
の明るく住みよいまちづくりに使
われます。

問 ( 公財 ) 石川県市町村振興協会
☎ 076-220-2072

サマージャンボ宝くじ発売！

大きな水槽にはイカが
 こんな
ところにも ･･･
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　新型コロナウイルス感染症拡大の影響に
より、旅行者が激減し、深刻な影響を受け
ている観光バス事業者の経営を支援するた
め、支援金を支給します。

　　○給付金額
　　　10 万円×車両保有台数
　　　（乗車定員 11 人以上）
　　　※限度額 1 社あたり 30 万円

　新型コロナウイルス感染症拡大防止を図
るために、町内を運行する車両の除菌や乗
務員のマスク着用等衛生管理の強化に着手
している民間公共交通事業者に給付金を支
給します。

　○給付金額
　　2 万円×町内を運行する車両保有台数
　　※限度額 1 社あたり 30 万円

　　　　　　　問企画財政課　☎ 62-8535

交通や物流を守るために

○給付金額
　10 万円　※ 1 業所 1 回限り

○補助対象者
　①町内に事業所等を有する個人若しくは団
　　体又は中小事業者であること
　②町税等の滞納がないこと
○補助対象事業
　①新たなビジネスモデル構築事業
　　ＥＣサイトを活用した新たな販売ツール
　　の開拓による販路拡大に向けた事業
　②新商品開発等事業
　　新商品、新サービスの開発から販路開拓
　　までの事業化に向けた事業
　③ブランド化推進事業
　　既存商品の付加価値を高める調査・研究・

◇雇用維持奨励金◇雇用維持奨励金

◇地域資源活用ビジネス支援事業◇地域資源活用ビジネス支援事業

◇観光バス事業◇観光バス事業
がんばる応援給付金がんばる応援給付金

◇公共交通◇公共交通
緊急対策給付金緊急対策給付金

能
登
町

能
登
町

　　
地
域
経
済
緊
急
対
策
事
業

地
域
経
済
緊
急
対
策
事
業

雇用や事業を維持するために

今後のビジネスを支援するために

◇事業継続支援事業◇事業継続支援事業

中小企業・小規模事業者・個人事業者のための

　新型コロナウイルス感染拡大により、売上が減少している町内の中小企業及
び個人事業者の事業継続の支援を行うため、事業継続支援給付金を交付します。
国の持続化給付金を受けた者も対象となります。

○給付金対象者
●給付要件

・6 月 15 日現在で能登町において事業
　を営む法人又は個人であって、新型コ
　ロナウイルス感染症の影響により、令
　和 2 年 3 月から 7 月のいずれかの月
　の売上が前年同月と比べて、20％以
　上減少した事業者
＜個人事業者の場合＞

・年間 120 万円（月額 10 万円）以上の
　売上があること
●不給付要件

・農業、林業、漁業、金融業、保険業、
　医療、福祉、複合サービス事業、政治・
　経済・文化団体、宗教、公務の業種は
　対象外

・がんばる応援給付金（宿泊業・飲食店・
　バス）を受けた者

・町税等の滞納者

個人事業者 １０万円

中小企業、
小規模事業者 ２０万円

○申請に必要な書類
①申請書兼請求書②令和元年分確定申告
書の写し（収支内訳書を添付のこと）
③令和 2 年 3 月から 7 月の売上がわかる
帳簿等の写し④振込み口座の通帳の写し
○申請方法
　町ホームページから申請書をダウン
ロードの上、原則郵送にて申請ください。
　なお、ダウンロードできない方は、役
場（2 階ふるさと振興課）、各支所また
は町商工会にて申請書を配布します。

＜支給額＞

※ 1 事業者 1 回限り

問
ふ
る
さ
と
振
興
課

　

☎
（
62
）
８
５
２
６

申請期間
令和 2 年 7 月 31 日

申請期間
令和 2 年 9 月 30 日

○支給条件
　①町内に事業所を有すること
　②新型コロナウイルス感染症にかかる
　　特例措置による国の雇用調整助成金
　　等の支給申請を行っていること
　③町税等の滞納がないこと

申請期間
令和 3 年 3 月 31 日

申請期間
令和 2 年 12 月 25 日

　デザイン向上、販路拡大に向けた事業
○補助対象経費
　謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、コ
　ンサルタント費、委託費、デザイン費など
○補助要件
　今年度内に事業が完了し、かつ、原則とし
　て、年度内に商品化や販売の見通しがある
　もの
○補助金額　　
　補助対象経費の 4/5　※限度額 30 万円　

　新型コロナウイルス感染症により町産品の販路や売上が減少する中、
地域資源等を活用した特産品の販路開拓や販売促進を行う能登町に事業
所等を有する個人、団体及び中小企業に対し支援を行います。

■
各
種
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

　

掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
下
さ
い
。

■
申
請
が
お
済
み
で
な
い
場
合
は
、
速
や
か
に
手
続
き

　

を
お
願
い
し
ま
す
。

もしもの時に身を守るための1分間の防災訓練もしもの時に身を守るための1分間の防災訓練

シェイクアウトいしかわシェイクアウトいしかわ
日 時 7 月 8 日 水  11:00 から 1 分間

　地震による人的被害の多くが、揺れによる家具
等の倒壊や落下物による負傷と言われています。
　大地震が発生した際に、各自がどう行動した
らよいかを あらかじめ考えたり、地震の揺れ
から自分の身を守るため、　

   ①しゃがむ　②隠れる　③じっとする
といった「安全行動」をとる訓練です。　　
　　
　当日は、訓練放送に合わせて、「安全行動」
を約１分間実施してください。

第２弾
 !！



まちからのお知らせ＆ニュース INFORMATIONINFORMATION まちからのお知らせ＆ニュース

今月の納期　7月31日金
　

税
・
料
金

軽
自
動
車
税

固
定
資
産（
都
市
計
画
）税

町
県
民
税

国
民
健
康
保
険
税

介
護
保
険
料

後
期
高
齢
保
険
料

4月 全
期

１
期

5月 1 2
6月 1 3
7月 2 1 1 4
8月 2 2 2 5
9月 3 3 6

10月 3 4 4 7
11月 5 5 8
12月 3 6 6 9
1月 4 7 7 10
2月 4 8 8 11
3月 9 9 12

【能登町役場】

〒 927-0492
宇出津ト字 50 番地 1
☎ 62-1000　FAX62-4506
4 階
　議会事務局　☎ 62-8540
3 階
　総務課　　　☎ 62-8532
　　危機管理室☎ 62-8533
　　秘書室　　☎ 62-8534
　企画財政課　☎ 62-8535
　教育委員会事務局
　　　　　　　☎ 62-8537
2 階
　建設水道課　☎ 62-8523
　農林水産課　☎ 62-8524
　農業委員会　☎ 62-8525
　ふるさと振興課
　　　　　　　☎ 62-8526
　　地域戦略推進室
　　　　　　　☎ 62-8527
1 階
　住民課　　　☎ 62-8510
　会計課　　　☎ 62-8511
　健康福祉課
　　医療　　　☎ 62-8512
　　児童福祉　☎ 62-8513
　　健康推進　☎ 62-8514
　　福祉　　　☎ 62-8515
　　包括支援センター
　　　　　　　☎ 62-8516
　　介護保険　☎ 62-8517
　税務課 
　　納税　　　☎ 62-8518
　　収納　　　☎ 62-8519

■柳田総合支所☎ 76-8300
■情報ネットワークセンター
ＣＡＴＶ放送室☎ 76-8301
■内浦総合支所☎ 72-2500
■小木支所　　☎ 74-1111
■鵜川支所　　☎ 67-2221

　

水
稲
の
収
穫
前
に
今
一
度
、
イ
ノ
シ
シ
被

害
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
！

　

水
稲
被
害
は
収
穫
直
前
の
時
期
に
多
発
す

る
た
め
、
穂
が
実
り
始
め
る
前
に
、
し
っ
か

り
と
被
害
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

こ
の
時
期
に
協
力
し
て
『
防
護
柵
の
点

検
』、『
周
辺
環
境
の
管
理
』、『
捕
獲
の
強
化
』

に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

①
防
護　

防
護
柵
は
こ
ま
め
な
点
検
と
補
修

　

が
必
要
で
す
！

※
痛
く
な
い
電
気
柵
は
「
た
だ
の
ヒ
モ
（
無

　

い
の
と
一
緒
）」
で
す

②
環
境
管
理　

イ
ノ
シ
シ
の
隠
れ
場
所
を
な

　

く
す
！

※
耕
作
放
棄
地
や
竹
林
の
薮ヤ

ブ

を
借
り
払
い
、

    

見
通
し
を
よ
く
し
ま
し
ょ
う

③
捕
獲　

成
獣
の
メ
ス
を
含
む
群
れ
で
捕
獲
！

※
母
イ
ノ
シ
シ
は
子
供
が
い
な
く
な
る
と
、

　

出
産
を
繰
り
返
す
た
め
、
ウ
リ
ボ
ウ
の
み

　

を
捕
獲
し
て
も
生
息
数
は
減
り
ま
せ
ん
。

お
知
ら
せ

７
・
８
月
は
イ
ノ
シ
シ
被
害
　

　
　
　
　
防
止
強
化
月
間
で
す
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令和 2 年度
能登町職員採用候補者試験のご案内

採用区分 採用
予定者数 年齢及び受験要件

行政事務Ａ（大学卒業程度　
（短期大学を除く））

行政事務Ｂ（高校卒業程度）
5 名程度

昭和 60 年 4 月 2 日以降に生まれた者
※大学卒業及び令和 3 年 3 月 31 日までに大
学卒業見込み（短期大学を除く）の者は行
政事務Ｂ試験を受験できません。行政事務
A 試験を受験してください。

土木技師
（大学・高専卒業程度） 1 名程度

昭和 55 年 4 月 2 日以降に生まれた者
※土木専門課程の大学または短期大学、高
等専門学校を卒業した者または令和 3 年 3
月 31 日までに卒業見込みの者

保健師 2 名程度
平成 2 年 4 月 2 日以降に生まれた者で、保
健師の免許を現に有する者または令和 3 年
3 月 31 日までに資格取得見込みの者

保育士 1 名程度
昭和 55 年 4 月 2 日以降に生まれた者で、保
育士の免許を現に有する者または令和 3 年
3 月 31 日までに資格取得見込みの者

技能労務職（高校卒業程度） 1 名程度
昭和 55 年 4 月 2 日以降に生まれた者で、普
通自動車の免許を現に有する者または令和 3
年 3 月 31 日までに取得見込みの者
ただし､ 町内に住所を有する者に限る

薬剤師 1 名程度
昭和 45 年 4 月 2 日以降に生まれた者で、薬
剤師の免許を現に有する者または令和 3 年
3 月 31 日までに資格取得見込みの者

看護師 8 名程度
昭和 55 年 4 月 2 日以降に生まれた者で、看
護師の免許を現に有する者または令和 3 年
3 月 31 日までに資格取得見込みの者

募
集

人
権
啓
発
に

　
　
　
　「
一
枚
の
絵
て
が
み
」

　

人
権
と
は
、
私
達
一
人
ひ
と
り
が
人
間
と

し
て
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
っ
て
い
る
当
然
の

権
利
で
、
傷
つ
け
た
り
傷
つ
け
ら
れ
た
り
す

る
こ
と
が
あ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
相
手
の

存
在
と
意
思
を
尊
重
し
、
思
い
や
る
心
の
大

切
さ
な
ど
を
表
現
し
た
人
権
メ
ッ
セ
ー
ジ
の

入
っ
た
「
絵
て
が
み
」
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

応
募
資
格　

県
内
在
住
者
、
年
齢
不
問

応
募
方
法　

郵
便
は
が
き
1
枚
に
つ
き
、
自

作
、
未
発
表
の
作
品
１
点
。
氏
名
（
ふ
り
が

な
）、
郵
便
番
号
、
住
所
（
番
地
・
マ
ン
シ
ョ

ン
名
ま
で
記
載
）、
電
話
番
号
、
学
生
は
学

校
名
と
学
年
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
一
人
何

点
で
も
応
募
で
き
ま
す
。

締
切
日　

7
月
20
㊊
（
当
日
消
印
有
効
）

そ
の
他　

応
募
作
品
は
返
却
不
可
。
応
募
者

に
は
記
念
品
を
贈
呈
し
ま
す
。
主
催
者
作
成

の
啓
発
パ
ン
フ
な
ど
に
掲
載
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

団
体
応
募
の
際
は
、「
団
体
応
募
票
」
が
必

要
で
す
。詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

応
募
・
問
い
合
わ
せ
先

県
総
務
課
人
権
推
進
室

〒
９
２
０
―
８
５
８
０
金
沢
市
鞍
月
１
丁
目
１
番
地

☎
０
７
６
（
２
２
５
）
１
２
３
５

　

年
金
に
つ
い
て
分
か
ら
な
い
こ
と
や
相
談

ご
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
社
会
保
険
労
務
士

が
無
料
で
年
金
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

　

年
金
の
受
給
に
関
す
る
相
談
や
年
金
請
求

の
お
手
続
き
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
ご
利
用
の
際
に
は
予
約
が
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
事
前
に
基
礎
年
金
番
号
を
準

備
の
上
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

日
時　

７
月
15
日
㊌
午
前
10
時
～
午
後
4
時

お
知
ら
せ

ご
利
用
く
だ
さ
い

社
会
保
険
労
務
士
無
料
年
金
相
談

お
知
ら
せ

犯
罪
や
非
行
の
な
い
社
会
に 

          
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

　

７
月
は
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
月

間
」
で
す
。
こ
の
運
動
は
犯
罪
や
非
行
を
し

た
人
た
ち
の
立
ち
直
り
に
つ
い
て
み
ん
な
で

考
え
、
犯
罪
や
非
行
が
起
き
な
い
社
会
を
つ

く
ろ
う
と
い
う
運
動
で
す
。

　

７
月
１
日
に
は
珠
洲
・
能
登
地
区
保
護
司

会
の
会
員
が
持
木
町
長
に
内
閣
総
理
大
臣
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
達
を
行
い
ま
す
。

　

犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る
い
社
会
の
実
現

の
た
め
に
、
運
動
の
趣
旨
を
理
解
し
、
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

場
所　

能
登
町
役
場　

1
階

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の

た
め
、
状
況
に
よ
り
、
変
更
・
中
止
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

予
約･

問
い
合
わ
せ
先

　

住
民
課
年
金
係
☎
（
62
）
８
５
１
０

○採用予定者数および受験資格

○採用試験日程および受付期間

区　分 職　種 日時及び場所 受付期間

第１次試験

行政事務Ａ
土木技師
保健師
保育士
技能労務職

9 月 20 日㊐
日本航空高等学校石川
　（輪島市三井町洲衛）

8 月 3 日㊊まで

行政事務Ｂ 10 月 18 日㊐
日本航空高等学校石川 9 月４日㊎まで

第２次試験 受験申込者に後日通知します

試　    験 薬剤師
看護師

受験申込者に後日通知します
※看護師は適性検査を 9 月 20 日
㊐日本航空高等学校石川で実施

8 月 3 日㊊まで

○申込書交付場所
　　受験申込書は、能登町役場総務課秘書室、柳田総合支所、内浦総合支所、鵜川
　支所、小木支所および公立宇出津総合病院事務局の窓口で交付します。
　　また、能登町ホームページに試験案内および申込書の様式を掲載しています。
　印刷してご利用ください。

○問い合わせ先
　総務課秘書室人事秘書係　☎ 0768-62-8534（内線 3200）

　

県
選
挙
管
理
委
員
会
と
県
明
る
い
選
挙
推

進
協
議
会
で
は
、 

県
民
の
み
な
さ
ま
か
ら
、

投
票
へ
の
参
加
と
明
る
く
き
れ
い
な
選
挙
の

推
進
を
テ
ー
マ
と
す
る
標
語
を
募
集
し
ま
す
。

　

入
賞
作
品
は
、
選
挙
の
啓
発
に
広
く
活
用

さ
れ
ま
す
。

応
募
資
格　

県
内
に
住
所
を
有
す
る
者

応
募
方
法　

住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）、　

　

年
齢
（
小
中
高
校
生
は
学
校
名
・
学
年
）、

　

電
話
番
号
を
ご
記
入
の
上
、
応
募
用
紙
、

　

は
が
き
、
封
書
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
に
て

　

ご
応
募
く 

だ
さ
い
。

応
募
規
定

①
応
募
作
品
は
１
人
１
作
品
。
39
文
字
以
内

②
自
作
・
未
発
表
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

応
募
締
切
：
令
和
２
年
９
月
11
日
㊎
必
着

そ
の
他　

①
応
募
作
品
は
返
却
で
き
ま
せ
ん
。

②
入
賞
作
品
の
著
作
権
は
、
主
催
者
に
帰
属

　

し
ま
す
。

③
入
賞
発
表
は
11
月
頃
に
行
い
、
対
象
者
に

　

直
接
連
絡
し
ま
す
。

募
集

明
る
い
選
挙
推
進
に

　
　
　
　
標
語
を
募
集
し
ま
す

④
応
募
用
紙
を
ご
希
望
の
方
は
、
町
選
挙
管

　

理
委
員
会
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

応
募
・
問
い
合
わ
せ
先

県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

〒
９
２
０
―
８
５
８
０
金
沢
市
鞍
月
１
丁
目
１
番
地

　
　
　
　

☎
０
７
６
（
２
２
５
）
１
２
８
２

町
選
挙
管
理
委
員
会　

☎
（
62
）
８
５
３
２
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い
ま
、
お
手
元
に
あ
る
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
令
和
2
年
7
月
31
日
で
す
。

　

8
月
1
日
か
ら
の
新
し
い
被
保
険
者
証
を
7
月
中
旬
か
ら
順
次
お
送
り
し
ま
す
。

　
　

新
し
い
被
保
険
者
証
の
色
は
緑
色
で
す
。

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
勤
務
先
の
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て

も
、勤
務
先
か
ら
町
に
は
届
出
が
あ
り
ま
せ
ん
。

加
入
者
本
人
に
よ
る
脱
退
な
ど
の
手
続
き
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た

ら
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　

問
健
康
福
祉
課
国
民
健
康
保
険
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
（
62
）
８
５
１
２

ご
確
認
い
た
だ
き
た
い
こ
と

・
被
保
険
者
証
は
1
人
に
つ
き
１
枚
交
付
さ
れ

　

ま
す
。

・
被
保
険
者
全
員
分
の
保
険
証
を
世
帯
主
あ
て
に

　

簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。
不
在
の
場
合
は

　

郵
便
局
で
保
管
さ
れ
ま
す
の
で
期
限
内
に
お

　

受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

・
70
歳
以
上
の
人
に
は
、
国
民
健
康
保
健
被
保

　

険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
を
交
付
し
ま
す
。

・
有
効
期
限
は
、
令
和
3
年
7
月
31
日
で
す
。

　

た
だ
し
、
今
後
１
年
以
内
に
75
歳
と
な
り
後

　

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
該
当
と
な
る
方
は
、

　

被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
が
異
な
り
ま
す
。

　　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
で
新
し
い
被
保
険

者
証
が
7
月
31
日
に
な
っ
て
も
届
か
な
い
場
合

や
、
す
で
に
ほ
か
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
の
に
国
民
健
康
保
険
の
新
し
い
被
保
険
者
証

が
届
い
た
場
合
は
、
役
場
健
康
福
祉
課
へ
連
絡

問
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
　
　
　

☎
０
７
６
（
２
２
３
）
０
１
４
０

問
健
康
福
祉
課
医
療
係
☎
（
62
）
８
５
１
２

8
月
1
日
か
ら
の
新
保
険
証

は
青
色
で
す

　

保
険
証
の
色
は
こ
れ
ま
で
の
オ
レ
ン
ジ
色

か
ら
青
色
に
変
わ
り
ま
す
。
令
和
２
年
度
の

新
し
い
保
険
証
は
、
7
月
中
旬
に
簡
易
書
留

で
お
送
り
し
ま
す
。
8
月
以
降
に
病
院
な
ど

を
受
診
す
る
際
に
は
、
青
色
の
保
険
証
を
忘

れ
ず
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

使
用
で
き
る
の
は
8
月
1
日
か
ら
で
す
。

現
在
お
使
い
の
保
険
証
（
オ
レ
ン
ジ
色
）
は
、

7
月
31
日
で
期
限
切
れ
に
な
り
ま
す
。
8
月

1
日
以
降
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
裁
断

す
る
な
ど
、ご
自
身
で
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

医
療
機
関
で
の
負
担
割
合
は

前
年
度
所
得
で
決
定

保
険
料
額
決
定
通
知
書
は

保
険
証
と
別
に
送
付

　

保
険
料
は
、
前
年
度
の
所
得
を
も
と
に
決

定
し
ま
す
。
7
月
中
旬
に
令
和
2
年
度
の
保

険
料
額
決
定
通
知
書
等
を
お
送
り
し
ま
す
。

保
険
料
の
軽
減
措
置
が
見
直
し
に

　

令
和
２
年
4
月
か
ら
、
後
期
高
齢
者
医
療

の
保
険
料
軽
減
措
置
が
一
部
、
見
直
し
と
な

り
ま
し
た
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
保
険
証
の
送
付
時
に

同
封
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
ま
た
は
、
石
川
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

【
石
川
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
】

http://w
w

w
.ishikaw

a-kouiki.jp 

　保険証の裏面の「臓器提供に関する意思表示欄」に貼るための目隠しシール
は役場健康福祉課でお渡ししています。ご希望の方はお問い合わせください。

青色（保険証表面） （保険証裏面）

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
の
申
請
に
つ
い
て

　

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
場
合
は
、

病
院
な
ど
を
受
診
す
る
際
の
自
己
負
担
限
度

額
や
食
事
代
な
ど
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

該
当
す
る
方
に
は
、
申
請
に
よ
り
「
限
度

　

医
療
機
関
で
の
一
部
負
担
金
の
割
合
（
1

割
ま
た
は
3
割
）
は
、
前
年
中
の
所
得
を
も

と
に
決
定
さ
れ
ま
す
。

　

保
険
証
の
有
効
期
限
内
で
あ
っ
て
も
、
世

帯
構
成
の
変
更
や
所
得
更
正
等
に
よ
り
自
己

負
担
割
合
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
新

し
い
保
険
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ま
で

現
役
並
み
所
得（
負
担
割
合
3
割
）

の
方
は
ご
注
意
を

　

現
役
並
み
所
得
の
方
は
、
課
税
所
得
の
金

額
に
か
か
わ
ら
ず
、
適
用
区
分
が
Ⅲ
と
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
課
税
所
得
が
６
９
０
万
円

未
満
の
方
（
適
用
区
分
が
Ⅰ
、
Ⅱ
に
該
当
す

る
方
）
は
役
場
窓
口
に
て
、「
限
度
額
適
用

認
定
証
」の
交
付
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
在
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

を
お
持
ち
で
、
8
月
以
降
も
認
定
要
件
に
当

て
は
ま
る
方
に
は
、
保
険
証
と
一
緒
に
新
た

な
認
定
証
を
お
送
り
し
ま
す
。（
再
度
の
申

請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。）

お
持
ち
の
保
険
証
は
、
役
場
健
康
福
祉
課
へ

速
や
か
に
返
還
し
て
く
だ
さ
い
。

国民健康保険・後期高齢者医療に加入の皆さまへ

８月は新保険者証の切り替え時期です
　７月中旬から令和２年度の新しい保険証を順次お送りします。
　８月以降に病院などを受診する際には、新しい保険証を忘れず
に提示してください。

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が

保
険
証
に
な
り
ま
す

　

令
和
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国民健康保険・後期高齢者医療傷病手当金の支給について国民健康保険・後期高齢者医療傷病手当金の支給について
　国民健康保険または後期高齢者医療の加入者で給与収入のある者が新型コロナウ
イルス感染症に感染し ( 又は、発熱等の症状があり感染が疑われる）、会社等を休み、
事業主から給与等の全部又は一部を受けることが出来ない場合、傷病手当金を支給
します。
　支給には、申請が必要です。
　詳しくは健康福祉課医療係までお問合せください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 問健康福祉課医療係☎ 62-8512


